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業 種 建設業 

業 務 概 要 昭和 24 年有限会社坂本組としてスタートし建築工事及び土木工事を主体と

した総合建設業として地域の発展に貢献すべく営業活動を続け、順調に発展し

てまいりました。 

創業以来、技術力と誠実な仕事を会社のモットーとして一歩一歩、実績を積

み重ねてまいりました。 

その７0 年余の社歴の中で培ってきた技術と経験を礎に、限りない前進をめ

ざして全社員が意欲と創意にあふれています。 

皆様に信頼され、愛され続ける企業であるためにそして豊かな住み良い郷土

を創るために、これからも努力してまいります。 

行 動 計 画 期 間 令和 5 年１２月１日 ～ 令和 10 年８月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）年次有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間 11 日以上とする。 

〈対策〉 

・令和 5 年 12 月～  年次有給休暇の取得状況を把握する。 

・令和 6 年 ４月～  各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する。 

・令和６年 10 月～  取得が進んでいない者に連絡し有給休暇の取得を促す。 

目標２）若年者に対するインターンシップ等の就業体験を実施し，雇用促進

を図る。 

〈対策〉 

・令和６年２月～ 受け入れ方法や体制について検討する。 

・令和３年２月～ インターンシップの内容や研修について検討する。 

・令和６年２月～ 就職支援サイト等にインターンシップの案内を行う。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■育児休業制度 

・その他、地域や学校での行事等に積極的に参加できるような職場づくりを心 

掛けています。 


